
○富山市稲代住宅条例施行規則 

平成１７年４月１日 

富山市規則第２３７号 

改正 平成２０年３月３１日富山市規則第４４号 

平成２１年３月３１日富山市規則第３９号 

平成２５年３月２９日富山市規則第３８号 

平成２８年３月３１日富山市規則第４８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山市稲代住宅条例（平成１７年富山市条例第２

４８号。以下「条例」という。）第３２条の規定に基づき、条例の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（障害者） 

第３条 条例第６条第１号に規定する身体に障害を有する者は、身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている者とする。 

（入居者の収入基準） 

第４条 条例第６条第３号に規定する収入の基準は、月額１０４，００

０円以下とする。 

（住宅等） 

第４条の２ 条例第６条第６号に規定する住宅等は、次に掲げるものと

する。 

(1) 富山市営住宅条例（平成１７年富山市条例第２４４号）第２条第

１号に規定する市営住宅 

(2) 富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例（平成１

７年富山市条例第２４５号）第２条第１号又は第２号に規定する賃

貸住宅又は賃貸店舗 



(3) 富山市特定公共賃貸住宅条例（平成１７年富山市条例第２４６

号）第２条第１号に規定する特定公共賃貸住宅 

(4) 富山市地域特別賃貸住宅条例（平成１７年富山市条例第２４７

号）第２条第１号に規定する地域特別住宅 

（入居の申込み等） 

第５条 条例第７条第１項の規定による入居の申込みは、富山市稲代住

宅入居申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

して行わなければならない。 

(1) 申込みをする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする

親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

その他婚姻の予約者を含む。）の収入を証する書類 

(2) 扶養親族を確認できる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（入居補欠者数） 

第６条 条例第９条第１項に規定する入居補欠者の数は、入居予定者数

の３割以内とする。 

（連帯保証人） 

第７条 条例第１０条第１項第１号に規定する収入は、入居決定者の家

賃の５倍以上の収入とする。 

（請書） 

第８条 条例第１０条第１項第１号に規定する請書は、富山市稲代住宅

使用請書（様式第２号）によるものとする。 

２ 前項の請書には、前条の要件を満たす連帯保証人１人以上の印鑑登

録証明書及び収入を証する書類を添えなければならない。 

（連帯保証人の変更又は追加の申請） 

第９条 前条第２項の連帯保証人を変更又は追加しようとするときは、

富山市稲代住宅連帯保証人変更・追加申請書（様式第３号）に富山市

稲代住宅使用請書（様式第２号）及び同項に規定する書類を添えて、



市長に提出しなければならない。 

（入居手続の延期の申請） 

第１０条 条例第１０条第２項の規定により入居の手続を延期しようと

する者は、住宅の入居の決定のあった日から１０日以内に富山市稲代

住宅入居手続延期申請書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（同居の承認の申請） 

第１１条 条例第１１条の規定による承認を受けようとする者は、富山

市稲代住宅同居承認申請書（様式第５号）に同居しようとする者の収

入を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（入居の承継の申請） 

第１２条 条例第１２条の規定による承認を受けようとする者は、承継

の理由となるべき事実の発生した日から３０日以内に富山市稲代住宅

入居承継申請書（様式第６号）に富山市稲代住宅使用請書（様式第２

号）及び当該承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（同居親族の異動の届出） 

第１３条 出生、死亡又は転出により同居する親族に異動が生じたとき

は、入居者は、速やかに、その旨を富山市稲代住宅同居親族異動届（様

式第７号）により市長に届け出なければならない。 

（家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請） 

第１４条 条例第１４条に規定する家賃の減免若しくは徴収猶予又は条

例第１７条第２項に規定する敷金の減免若しくは徴収猶予を受けよう

とする者は、富山市稲代住宅家賃・敷金減免等申請書（様式第８号）

に減免又は徴収猶予を必要とする理由を証する書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

（損傷又は破損の届出） 

第１５条 住宅及び共同施設に損傷又は破損が生じた場合において、当



該損傷又は破損の修繕に要する費用が条例第１９条第１項の規定によ

り市の負担となるものと認められるときは、入居者は、速やかに、当

該損傷又は破損を住宅管理人を経由して市長に届け出なければならな

い。 

（不在の届出） 

第１６条 条例第２３条の規定による届出は、富山市稲代住宅不在届（様

式第９号）を住宅を使用しなくなる前日までに市長に提出して行わな

ければならない。 

（用途一部変更の承認の申請） 

第１７条 条例第２５条ただし書の規定による承認を受けようとする者

は、富山市稲代住宅用途一部変更承認申請書（様式第１０号）に用途

を変更しようとする部分の設計図を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

（模様替え又は増築の承認の申請） 

第１８条 条例第２６条第１項ただし書の規定による承認を受けようと

する者は、富山市稲代住宅模様替え・増築承認申請書（様式第１１号）

に該当する部分の平面図及び配置図を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

（明渡しの届出） 

第１９条 条例第２７条第１項の規定により住宅を明け渡そうとする者

は、富山市稲代住宅明渡届（様式第１２号）を市長に提出しなければ

ならない。 

（住宅監理員） 

第２０条 条例第２９条に規定する住宅監理員は、土木事務所建設課長

をもって充てるものとする。 

（住宅検査員証） 

第２１条 条例第３０条第３項に規定する身分を示す証票は、富山市稲

代住宅検査員証（様式第１３号）による。 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の大沢野町営アパート条

例（平成元年大沢野町条例第２９号）の規定に基づきなされた処分、

手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみな

す。 

附 則（平成２０年３月３１日富山市規則第４４号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日富山市規則第３９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の富山市稲代住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の

日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居の申込

みをした者については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月２９日富山市規則第３８号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第３条の改

正規定、様式第１号の改正規定、様式第２号の改正規定、様式第３号及

び様式第４号の改正規定、様式第５号の改正規定、様式第６号から様式

第９号までの改正規定、様式第１０号の改正規定並びに様式第１１号及

び様式第１２号の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日富山市規則第４８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


